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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷

市
個

人 ２０

民
１００

税
法

人 ９.７
１００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付 ○原動付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車

　自転車 　５０cc以下

　５０cc以下

　９０cc以下

　９０cc以下 ○軽自動車・ ○軽自動車・

　９０cc超 　　小型特殊自動車 　　小型特殊自動車

　９０cc超 　イ.　軽自動車 　イ.　軽自動車

○軽自動車 　　　二　　　輪

○軽自動車 　二輪

　　　三　　　輪

○二輪小型 　三輪

　自動車 　　　四輪貨物 　ロ. 小型特殊自動車

　四輪貨物

　　　四輪乗用

　四輪乗用 ○二輪の小型自動車

　ロ.　小型特殊自動車

○二輪の 　　　農耕作業者

○二輪の小型自動車

１１ １２ １３.４ １５
１００ １００ １００ １００

１０ ９ ８ ７
１００ １００ １００ １００

１
１００

３
１００

　　税目

年度　　

同　　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

電 気 ガ ス 税

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

  四輪乗用　３,０００

　　　農耕作業用　１,０００

同　　左

鉱 産 税

商 品 切 手 発 行 税

同　　左

　　小型自動車

２,５００

２,５００

３,０００

１,０００

１,５００

１,０００

３９

同　　左

※別表

準拠税率

２,５００

２,０００

同　　左

同　　左

　三　　  輪　２,０００

  四輪貨物　２,５００

３７

同　　左

同　　左

同　　左

※別表

準拠税率

１,５００

３８

同　　左

※別表

準拠税率

　５０cc以下　　５００

　９０cc以下　　８００

　９０cc超　　１,０００

150万円以下

150万円超

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

９０cc超　 　１,０００

　二　　  輪　１,５００

同　　左

同　　左

３４～３５

５００

３６

同　　左

同　　左

同　　左

６００

５００

２,４００

１００

同　　左

同　　左 同　　左 同　　左

県民税

市民税
と併課

２,５００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

１００

８００

８

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

１,０００

１,５００

２,０００

８００

２,５００

３,０００

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷

市
個

人 ２０

民
１００

税
法

人 ９.７
１００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付 ○原動付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車

　自転車 　５０cc以下

　５０cc以下

　９０cc以下

　９０cc以下 ○軽自動車・ ○軽自動車・

　９０cc超 　　小型特殊自動車 　　小型特殊自動車

　９０cc超 　イ.　軽自動車 　イ.　軽自動車

○軽自動車 　　　二　　　輪

○軽自動車 　二輪

　　　三　　　輪

○二輪小型 　三輪

　自動車 　　　四輪貨物 　ロ. 小型特殊自動車

　四輪貨物

　　　四輪乗用

　四輪乗用 ○二輪の小型自動車

　ロ.　小型特殊自動車

○二輪の 　　　農耕作業者

○二輪の小型自動車

１１ １２ １３.４ １５
１００ １００ １００ １００

１０ ９ ８ ７
１００ １００ １００ １００

１
１００

３
１００

　　税目

年度　　

同　　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

電 気 ガ ス 税

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

  四輪乗用　３,０００

　　　農耕作業用　１,０００

同　　左

鉱 産 税

商 品 切 手 発 行 税

同　　左

　　小型自動車

２,５００

２,５００

３,０００

１,０００

１,５００

１,０００

３９

同　　左

※別表

準拠税率

２,５００

２,０００

同　　左

同　　左

　三　　  輪　２,０００

  四輪貨物　２,５００

３７

同　　左

同　　左

同　　左

※別表

準拠税率

１,５００

３８

同　　左

※別表

準拠税率

　５０cc以下　　５００

　９０cc以下　　８００

　９０cc超　　１,０００

150万円以下

150万円超

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

９０cc超　 　１,０００

　二　　  輪　１,５００

同　　左

同　　左

３４～３５

５００

３６

同　　左

同　　左

同　　左

６００

５００

２,４００

１００

同　　左

同　　左 同　　左 同　　左

県民税

市民税
と併課

２,５００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

１００

８００

８

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

１,０００

１,５００

２,０００

８００

２,５００

３,０００

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

　資本金等

　１千万円以下 ２,４００
　１千万円超 ４,０００

　Ｓ４１.４.１前に開始し
　６.３０前に終了する
　事業年度分 １０.４

１００

２
１００

４
１００

○原動機付自転車

○軽自動車・

　　小型特殊自動車

　イ.　軽自動車

　ロ. 小型特殊自動車

○二輪の小型自動車

150万円超

１.４
１００

０.２

  四輪貨物　２,５００

      そ の 他　　　３,０００

９０cc超　 　１,０００

９０cc以下 　　８００

  四輪乗用　４,５００

150万円以下

　　　農耕作業用　１,０００

　三　　  輪　２,０００

１

４０

６００

２,４００

１００

※別表

標準税率

１０.１
１００

５０cc以下 　　５００

１５
１００

７

同　　左

同　　左
１０.７
１００

同　　左

同　　左

１８.１

同　　左

同　　左同　　左

１００

同　　左

同　　左

４２～４４

同　　左

※別表

標準税率

同　　左

４１

同　　左

※別表

標準税率

１００

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

１００

１００

１００

３

２,５００

　二　　  輪　１,５００
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

市 人

　資本金等

民 　１千万円以下
法

　１千万円超

税 人

１０.７ １３.７
１００ １００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付自転車

○軽自動車・

　　小型特殊自動車

 イ.　軽自動車

 ロ. 小型特殊自動車

○二輪の小型自動車

１８.１
１００

６ ５
１００ １００

７ ６ ５
１００ １００ １００

４ ３
１００ １００

１ 　S46.3.29
１００

３
１００

１.４
１００

３
１００

新増設分

資 産 割

従業者割 ０.２５
１００

県民税

市民税
と併課

　　　農耕作業用　１,０００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

　三　　  輪　２,０００

９０cc超　 　１,０００

４６

同　左

同　左

同　左

６００

１００

２,４００　

４,０００　

４８

同　左

※別表

標準税率

４７

同　左

※別表

標準税率

４５
　　税目

年度　　

同　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

同　　左
　二　　  輪　１,５００

  四輪貨物　２,５００

  四輪乗用　４,５００

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

同　　左 同　　左 同　　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

150万円以下

150万円超
同　左 同　左

※別表

標準税率

※別表

標準税率

同　左

同　左

５０

同　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

４９

同　左

３００円

５,０００円

商 品 切 手 発 行 税

電気税

ガス税

４０ 同　左 同　左 同　左 １００

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

電気税

ガス税

２０
（４５年度から）

同　左

鉱 産 税

電 気 ガ ス 税

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左
保有分

取得分

削除　　

同　左

同　　左

同　左

同　左

同　左

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

市 人

　資本金等

民 　１千万円以下
法

　１千万円超

税 人

１０.７ １３.７
１００ １００

２
１００

４
１００

１.４
１００

０.２
１００

○原動機付自転車

○軽自動車・

　　小型特殊自動車

 イ.　軽自動車

 ロ. 小型特殊自動車

○二輪の小型自動車

１８.１
１００

６ ５
１００ １００

７ ６ ５
１００ １００ １００

４ ３
１００ １００

１ 　S46.3.29
１００

３
１００

１.４
１００

３
１００

新増設分

資 産 割

従業者割 ０.２５
１００

県民税

市民税
と併課

　　　農耕作業用　１,０００

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

５０cc以下 　　５００

９０cc以下 　　８００

　三　　  輪　２,０００

９０cc超　 　１,０００

４６

同　左

同　左

同　左

６００

１００

２,４００　

４,０００　

４８

同　左

※別表

標準税率

４７

同　左

※別表

標準税率

４５
　　税目

年度　　

同　左

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

同　　左
　二　　  輪　１,５００

  四輪貨物　２,５００

  四輪乗用　４,５００

      そ の 他　　　３,０００

２,５００

同　　左 同　　左 同　　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

150万円以下

150万円超
同　左 同　左

※別表

標準税率

※別表

標準税率

同　左

同　左

５０

同　左

※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

４９

同　左

３００円

５,０００円

商 品 切 手 発 行 税

電気税

ガス税

４０ 同　左 同　左 同　左 １００

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

電気税

ガス税

２０
（４５年度から）

同　左

鉱 産 税

電 気 ガ ス 税

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左
保有分

取得分

削除　　

同　左

同　　左

同　左

同　左

同　左

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

個

人

市 ○資本等の金額１億円超・ ○資本等の金額１億円超・ ○ 資本等の金額（相互会社は純資産額、以下同じ）

　従業者１００人超　　 ４０,０００ 　従業者１００人超　　 １３４,０００ ５０億円超・従業者１００人超 １,０００,０００　

○資本等の金額１億円超・ ○資本等の金額１億円超・ ○ 資本等の金額１０億円超５０億円以下・従業者

民 　従業者１００人以下　２０,０００ 　従業者１００人以下　　４０,０００ １００人超 ５６０,０００　

法 ○資本等の金額１千万円超・ ○資本等の金額１千万円超 　資本等の金額１億円超１０億円以下・従業者１００人超

　１億円以下　          ２０,０００ 　１億円以下　          　４０,０００ 　資本等の金額１０億円超・従業者１００人以下

税 人 ○資本等の金額１千万円以下 ○資本等の金額１千万円以下 　資本等の金額１億円超１０億円以下・従業者１００人以下

                             ７,２００                              　 ８,０００ 　資本等の金額１千万円超１億円以下

○ 資本等の金額１千万円以下 ８,０００　

１４.５ 資本等の金額 １３.7
１００ １千万円以下の法人 100

2
100
4

100

○原動機付自転車

　　５０cc以下 ６５０　

　　９０cc以下 １,０００　

　　９０cc超 １,３００　

○軽自動車

２,０００　

２,６００　

営業用 ５,２００　

自家用 ５,９００　

営業用 ２,９００　

自家用 ３,３００　

○小型特殊自動車

１,３００　

３,９００　

○ ３,３００　

1.4
100
3

100
新増設分

資 産 割

従業者割 ０.２５
１００

同　左

都 市 計 画 税

均等割（円）

所　得　割

電 気 税

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

市 た ば こ 消 費 税

特 別 土 地 保 有 税

事 業 所 税

商 品 切 手 発 行 税

入 湯 税 （ 円 ）

同　左

同　左

ガ ス 税

１００
５

１００

１８.１

同　左

県民税 均等割（円）

　　　農耕作業

      そ の 他

同　左
市民税
と併課

固 定 資 産 税

同　左

３００

　　二　　  輪

１,７００

150万円以下

150万円超

　※別表

標準税率

１３.７

年度　　

　　税目

均等割（円）

所　得　割

法人税割

貨物用

　  四輪以上

１００

０.２

　　三　　  輪

乗　用

１００

４
１００

同　左同　左

５１

１３４,０００　

５２

同　左

　※別表

２
１００

同　左

４０,０００　

１.４

同　左

１００

５３

同　左

同　左

（本則　　１３,０００）

○

同　左

取得分

５,０００円

３００円

１００ １５０

同　左
保有分

同　左

　　　　　　　　　※別表

標準税率

○

同　左

同　左

同　左

標準税率

同　左 同　左

０.３
１００

同　左 同　左

同　左

同　左

二輪の小型自動車
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人
市

従業者数 税　　率

資 本 等 の 金 額 １００人超 年間　１,０００,０００

５０億円超 １００人以下 １３４,０００

法 資 本 等 の 金 額 １００人超 ５６０,０００

民 ５０億円以下１０億円超 １００人以下 １３４,０００

資 本 等 の 金 額 １００人超 １３４,０００

１０億円以下１億円超 １００人以下 ４０,０００

資 本 等 の 金 額

１億円以下１千万円超

人 資 本 等 の 金 額 当分の間　８,０００

税 １千万円以下 （本則　１３,０００）

１３.７ １３.９
 １００  １００

２
１００

４
１００

○原動機付自転車

５０cc以下 　 ７５０

９０cc以下 １,１００

９０cc超 １,４５０

○軽自動車

二　　  輪 ２,０００

三　　  輪 ２,８５０

四輪以上

営業用 ５,２００

自家用 ６,５００

営業用 ２,９００

自家用 ３,６５０

○小型特殊自動車

農耕作業 １,４５０

その他 ４,３００

○二輪の小型自動車 ３,６５０

１.４ ３
１００ １００

新増設分 ５,０００円 新増設分 ６,０００円

資 産 割 ３００円 資 産 割  　 ５００円

０.２５ ０.２５

１００ １００

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左

同　　左

同　左

同　左 同　左

同　左

５６～５７

同　左

１４.7
100

　　資本等の金額
　　１千万円以下の法人

　※別表

標準税率

５４

１,７００

　※別表

標準税率 標準税率

５５

２,０００

　※別表

商 品 切 手 発 行 税

同　左

ガ ス 税
２

１００

４
１００

同　左

同　左

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

１５０

従業者割

保有分 取得分

　　税目

年度　　

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

資 本 等 の 金 額

市民税

４０,０００

同　左

　　資本等の金額
同　左

同　左

同　左
と併課

同　　左

同　左

５００

１４.５
１００

○

○

150万円以下

　　１千万円以下の法人

１００

０.３

３００

150万円超

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

同　左 同　左

１.４

１００

電 気 税

１８.１
１００

５
１００

乗　 用

貨物用

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

同　左

同　左 同　左

同　左
従業者割
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人
市

従業者数 税　　率

資 本 等 の 金 額 １００人超 年間　１,０００,０００

５０億円超 １００人以下 １３４,０００

法 資 本 等 の 金 額 １００人超 ５６０,０００

民 ５０億円以下１０億円超 １００人以下 １３４,０００

資 本 等 の 金 額 １００人超 １３４,０００

１０億円以下１億円超 １００人以下 ４０,０００

資 本 等 の 金 額

１億円以下１千万円超

人 資 本 等 の 金 額 当分の間　８,０００

税 １千万円以下 （本則　１３,０００）

１３.７ １３.９
 １００  １００

２
１００

４
１００

○原動機付自転車

５０cc以下 　 ７５０

９０cc以下 １,１００

９０cc超 １,４５０

○軽自動車

二　　  輪 ２,０００

三　　  輪 ２,８５０

四輪以上

営業用 ５,２００

自家用 ６,５００

営業用 ２,９００

自家用 ３,６５０

○小型特殊自動車

農耕作業 １,４５０

その他 ４,３００

○二輪の小型自動車 ３,６５０

１.４ ３
１００ １００

新増設分 ５,０００円 新増設分 ６,０００円

資 産 割 ３００円 資 産 割  　 ５００円

０.２５ ０.２５

１００ １００

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左

同　　左

同　左

同　左 同　左

同　左

５６～５７

同　左

１４.7
100

　　資本等の金額
　　１千万円以下の法人

　※別表

標準税率

５４

１,７００

　※別表

標準税率 標準税率

５５

２,０００

　※別表

商 品 切 手 発 行 税

同　左

ガ ス 税
２

１００

４
１００

同　左

同　左

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

事 業 所 税

１５０

従業者割

保有分 取得分

　　税目

年度　　

市 た ば こ 消 費 税

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

資 本 等 の 金 額

市民税

４０,０００

同　左

　　資本等の金額
同　左

同　左

同　左
と併課

同　　左

同　左

５００

１４.５
１００

○

○

150万円以下

　　１千万円以下の法人

１００

０.３

３００

150万円超

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

同　左 同　左

１.４

１００

電 気 税

１８.１
１００

５
１００

乗　 用

貨物用

軽 自 動 車 税 （ 円 ）

同　左

同　左 同　左

同　左
従業者割

従業者数 税　　率 従業者数 税　　率

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間　１,５００,０００ 資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間　３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ２７０,０００ ５０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １,０００,０００ 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ２７０,０００ ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２７０,０００ 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １００,０００ １０億円以下１億円超 ５０人以下 １８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １００,０００ 資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 ８０,０００ １億円以下１千万円超 ５０人以下 １４４,０００

当分の間　４８,０００ 当分の間　１２０,０００

資 本 等 の 金 額 （本則　８０,０００） 資 本 等 の 金 額 （本則　１４４,０００）

１千万円以下 当分の間　１６,０００ １千万円以下 当分の間　４０,０００

（本則　２７,０００） （本則　４８,０００）

１３.９
 １００

２
１００

４
１００

○原動機付自転車 ○原動機付自転車 ○原動機付自転車

５０cc以下 　 ７５０ 　　５０cc以下 １,０００ 　　５０cc以下 １,０００

９０cc以下 １,１００ 　　９０cc以下 １,２００ 　　９０cc以下 １,２００

９０cc超 １,４５０ 　　９０cc超 １,６００ 　　９０cc超 １,６００

　（ただし、６０.２.１５以降取得のミニカーは２,５００）

○軽自動車 ○軽自動車 ○軽自動車

二　　  輪 ２,０００ 　　二　　  輪 ２,４００ 　　二　　  輪 ２,４００

三　　  輪 ２,８５０ 　　三　　  輪 ３,１００ 　　三　　  輪 ３,１００

四輪以上 　　四輪以上 　　四輪以上

営業用 ５,２００ 営業用 ５,５００ 営業用 ５,５００

自家用 ６,５００ 自家用 ７,２００ 自家用 ７,２００

営業用 ２,９００ 営業用 ３,０００ 営業用 ３,０００

自家用 ３,６５０ 自家用 ４,０００ 自家用 ４,０００

○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車 ○小型特殊自動車

農耕作業 １,４５０ 農耕作業 １,６００ 農耕作業 １,６００

その他 ４,３００ その他 ４,７００ その他 ４,７００

○二輪の小型自動車 ３,６５０ ○二輪の小型自動車 ４,０００ ○二輪の小型自動車 ４,０００

１.４ ３
１００ １００

新増設分 ６,０００円
資 産 割 ５００円

０.２５
１００

同　左

同　左

同　左 同　左

同　左 同　左

同　左

同　左

同　左

１００

２

同　左

１８.１

貨物用

１００

４

１５０

１００

同　　左 同　　左

７００

同　左

同　左

同　左

６０

２,５００

　※別表

標準税率

５００

標準税率

資 本 等 の 金 額資 本 等 の 金 額

標準税率

同　左

保有分

同　左

同　左

同　左

取得分

従業者割

５９

　※別表　※別表

５８

２,０００ 同　左

１.４

５

乗　 用

貨物用

１００

１００

１００

乗　 用

同　左

同　左

貨物用

乗　 用

０.３

　　従価割　　　　　１４.３
　　従量割　　　　　千本につき３５０円

５０人以下

100 　　１千万円以下の法人

○150万円以下

○150万円超

同　左

１４.7

５０人超

　　資本等の金額

５０人超

５０人以下

同　左
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １４４,０００

税 人 資 本 等 の 金 額 ５０人超 当分の間 １２０,０００ （本則　１４４,０００）

１千万円以下 ５０人以下 当分の間 ４０,０００ （本則　　４８,０００）

１３.９

 １００

２ ２
１００ １００

４ ３
１００ １００

４
１００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 ○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２，４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３，１００ その他　 ４,７００

○二輪の小型自動車 ４,０００

従価割１４.３（本年度においては、たばこの小売定価から 従価割１４.３（Ｓ６３.３.３１まで

千本につき１,０００円を控除）従量割千本につき６４０円 たばこの小売定価から千本

　※ 平 成 元 年 か ら につき１,０００円を控除）

　　  市  た  ば  こ  税 従量割千本につき３５０円
（Ｓ６２.３.３までは６４０円）

１.４   ３
１００ １００

６,０００円 ０.２５

６００円 １００

６３

同　左

　※別表

同　左

同　左

同　左

標準税率

同　左

○３００万円超

同　　左

同　左

同　左

○１３０万円以下

○１３０万円超

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

保有分 取得分

従業者割
　　新増設分

　　資  産  割

５
１００

２,５００

　※別表

標準税率

７００

１４.7

１００

税　　率

　資本等の金額１千万円以下の法人

○１５０万円以下

○１５０万円超 　

貨物用

同　左

軽 自 動 車 税 （ 円 ） 同　　左

１.４

０.３
同　左

同　　左

１００

１００

乗　 用

固 定 資 産 税

と併課
市民税

同　左

同　左

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

６２

同　左

同　左

　※別表

標準税率

６１

資 本 等 の 金 額

事 業 所 税

商 品 切 手 発 行 税

電 気 税

　　税目

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

ガ ス 税

都 市 計 画 税

市 た ば こ 消 費 税

２

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

同　左

１５０ 同　左

１００

４
１００
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １８０,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １４４,０００

税 人 資 本 等 の 金 額 ５０人超 当分の間 １２０,０００ （本則　１４４,０００）

１千万円以下 ５０人以下 当分の間 ４０,０００ （本則　　４８,０００）

１３.９

 １００

２ ２
１００ １００

４ ３
１００ １００

４
１００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 ○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２，４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３，１００ その他　 ４,７００

○二輪の小型自動車 ４,０００

従価割１４.３（本年度においては、たばこの小売定価から 従価割１４.３（Ｓ６３.３.３１まで

千本につき１,０００円を控除）従量割千本につき６４０円 たばこの小売定価から千本

　※ 平 成 元 年 か ら につき１,０００円を控除）

　　  市  た  ば  こ  税 従量割千本につき３５０円
（Ｓ６２.３.３までは６４０円）

１.４   ３
１００ １００

６,０００円 ０.２５

６００円 １００

６３

同　左

　※別表

同　左

同　左

同　左

標準税率

同　左

○３００万円超

同　　左

同　左

同　左

○１３０万円以下

○１３０万円超

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

保有分 取得分

従業者割
　　新増設分

　　資  産  割

５
１００

２,５００

　※別表

標準税率

７００

１４.7

１００

税　　率

　資本等の金額１千万円以下の法人

○１５０万円以下

○１５０万円超 　

貨物用

同　左

軽 自 動 車 税 （ 円 ） 同　　左

１.４

０.３
同　左

同　　左

１００

１００

乗　 用

固 定 資 産 税

と併課
市民税

同　左

同　左

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

６２

同　左

同　左

　※別表

標準税率

６１

資 本 等 の 金 額

事 業 所 税

商 品 切 手 発 行 税

電 気 税

　　税目

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

ガ ス 税

都 市 計 画 税

市 た ば こ 消 費 税

２

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

同　左

１５０ 同　左

１００

４
１００

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 当分の間 １２０,０００ （本則　１４４,０００）

１千万円以下 ５０人以下 当分の間 ５０,０００ （本則　　６０,０００）

２ ２
１００ １００

４ ４
１００ １００

市 紙巻たばこ

た 　１,０００本につき１,９９７円

ば 旧３級品の紙巻たばこ

こ 　１,０００本につき　 ９４８円

税

同　左 同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

元～２

同　左

同　左

同　左

同　左

○５００万円以下

○５００万円超　 

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

３～４

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左同　左

○５５０万円超　 

○５５０万円以下

５

同　左同　左

同　左

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

６

同　左

　※別表

標準税率

資 本 等 の 金 額 税　　率

同　左

同　左

同　　左

同　左

同　　左
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

１３.９

１００

２ ２

１００ １００

４ ３

１００ １００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 　　　　○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２,４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３,１００ その他　 ４,７００

　　　　○二輪の小型自動車 ４,０００

１.４   ３
１００ １００

０.２５
 １００

同　左

 ら適用

同　左

同　左

 〃　１,２６６円

※平成１１年

 ５月１日以後

 の売渡し分か

１１～１４

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

事 業 所 税

同　左

　　資  産  割 　　　 ６００円

１５０

市 た ば こ 税

　紙巻たばこ　　　　　　　　　　　 　　１,０００本につき 　１,９９７円

　旧３級品の紙巻たばこ　　　　　　 １,０００本につき　　  ９４８円

保有分

３,０００

　※別表

標準税率

同　左

同　左

１,０００

　　新増設分　　　６,０００円

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税
０.３
１００

市民税
○７００万円以下

と併課

軽　自　動　車　税　（円）

　　税目

同　左

取得分

○７００万円以下

○７００万円超

同　　左同　　左 同　　左

 〃　２,６６８円

○７００万円超　 

資 本 等 の 金 額

１千万円以下

従業者割

　資本等の金額１千万円以下の法人

１００

乗　 用

貨物用

１.４

１４.7

１００

７００

９～１０

同　左

同　左

同　左

　※別表

標準税率

同　左

５０人超

５０人以下

７

資 本 等 の 金 額

２,５００

　※別表

標準税率

税　　率

８

同　左

同　左

同　左

同　左

 適用

 〃　１,１５５円

※平成９年４

 月１日以後の

 売渡し分から

 〃　２,４３４円

同　左
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

１３.９

１００

２ ２

１００ １００

４ ３

１００ １００

○原動機付自転車 四輪以上

　　５０cc以下 １,０００ 営業用 ５,５００

　　９０cc以下 １,２００ 自家用 ７,２００

　　９０cc超 １,６００ 営業用 ３,０００

　　ミニカー ２,５００ 自家用 ４,０００

○軽自動車 　　　　○小型特殊自動車

　　二　　  輪 ２,４００ 農耕作業 １,６００

　　三　　  輪 ３,１００ その他　 ４,７００

　　　　○二輪の小型自動車 ４,０００

１.４   ３
１００ １００

０.２５
 １００

同　左

 ら適用

同　左

同　左

 〃　１,２６６円

※平成１１年

 ５月１日以後

 の売渡し分か

１１～１４

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

事 業 所 税

同　左

　　資  産  割 　　　 ６００円

１５０

市 た ば こ 税

　紙巻たばこ　　　　　　　　　　　 　　１,０００本につき 　１,９９７円

　旧３級品の紙巻たばこ　　　　　　 １,０００本につき　　  ９４８円

保有分

３,０００

　※別表

標準税率

同　左

同　左

１,０００

　　新増設分　　　６,０００円

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

年度　　

均等割（円）

所　得　割

均等割（円）

法人税割

均等割（円）

所　得　割

県民税

特 別 土 地 保 有 税

入 湯 税 （ 円 ）

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税
０.３
１００

市民税
○７００万円以下

と併課

軽　自　動　車　税　（円）

　　税目

同　左

取得分

○７００万円以下

○７００万円超

同　　左同　　左 同　　左

 〃　２,６６８円

○７００万円超　 

資 本 等 の 金 額

１千万円以下

従業者割

　資本等の金額１千万円以下の法人

１００

乗　 用

貨物用

１.４

１４.7

１００

７００

９～１０

同　左

同　左

同　左

　※別表

標準税率

同　左

５０人超

５０人以下

７

資 本 等 の 金 額

２,５００

　※別表

標準税率

税　　率

８

同　左

同　左

同　左

同　左

 適用

 〃　１,１５５円

※平成９年４

 月１日以後の

 売渡し分から

 〃　２,４３４円

同　左

１２.１ １１.３

１００ １００

※平成２６年１０月１日

 以後に開始する事業

 年度から適用

 〃　　　　　２,９７７円

 〃　　　　　１,４１２円

※平成１５年７月１日以後の

売渡し分から適用

０.２５

１００

２６

同　左

同　左

　〃

(東日本大震災復興基本法+500)

３,５００

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

２，０００
(東日本大震災復興基本法+500)

同　左

１５～１７

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左

同　左

課税停止
※平成15年度以降新規課税停止

同　左

同　左

同　　左

１５０

（日帰り客は５０円）

同　左

同　左

４

１００

１９

同　左

６

１００

同　左

※
平成18年４月１日以降、
「資 本 等 の 金 額」は、

「資本金等の金額」

同　左
※

平成18年４月１日以降、
「資 本 等 の 金 額」は、

「資本金等の金額」

１８

同　左

　※別表

標準税率

同　左

同　左

同　左同　左

同　左

 資産割 ６００円 従業者割

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

 ら適用

同　左

 〃　１,５６４円

※平成１８年

 ７月１日以後

 の売渡し分か

同　左

同　左

 〃　３,２９８円

同　左 同　左

同　左

同　左

 から適用

同　左

同　左

２２～２４

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

２０～２１

同　左

同　左

１，５００
(森林環境税+500)

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

 〃　４,６１８円

 〃　２,１９０円

※平成２２年

 １０月１日以

 後の売渡し分

同　左

同　左

同　左

同　左

 〃　５,２６２円

 〃　２,４９５円

２５

同　左

同　左

同　左

 ４月１日以後

 の売渡し分か

 ら適用

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

※平成２５年
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

１１．３

１００

※平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車 ○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 １,０００ 農耕作業 １,６００ 　５０cc以下２,０００ 農耕作業 ２,４００
　　９０cc以下 １,２００ その他　 ４,７００ 　９０cc以下2,０００ その他　 ５,９００
　　９０cc超 １,６００ 　９０cc超 ２,４００ ○二輪の小型自動車
　　ミニカー ２,５００ ○二輪の小型自動車 　ミニカー ３,７００ ６,０００

４,０００
○軽自動車（二輪） ２,４００ ○軽自動車(二輪)　 ３,６００

○軽自動車(三輪以上)　 ○軽自動車(三輪以上)　

※新税率は、平成２７年４月以降に新車新規登録を受けた車両に適用

※旧税率は、平成２７年３月以前に新車新規登録を受けた車両に適用

　紙巻たばこ 　紙巻たばこ １,０００本につき 　５，２６２円

１,０００本につき 　５，２６２円

　旧３級品の紙巻たばこ 　旧３級品の紙巻たばこ １,０００本につき　 ２，９２５円

１,０００本につき　 ２，４９５円 ※平成２８年４月１日以後の売渡し分から適用

０.２５
 １００

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

年度　　
2７

　　税目

１００

28

同　左

２，０００

４

１００

１２．１

１００

（日帰り客は５０円）

１００

同　左

同　左

均等割（円） ３,５００

所　得　割
６

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

同　左

均等割（円）

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

同　左

固 定 資 産 税
１.４
１００

１千万円以下 ５０人以下

法人税割

市民税
所　得　割

と併課

県民税 均等割（円）

資本金等の金額１千万円以下の法人

都 市 計 画 税

資  産  割 　 ６００円 従業者割事 業 所 税

入 湯 税 （ 円 ）

特 別 土 地 保 有 税

１５０

０.３

課税停止

市たばこ税

軽　自　動　車　税　（円） 25%
軽減

50%
軽減

75%
軽減

3,000 2,000 1,000 4,600

営業用 5,200 3,500 1,800 8,200

自家用 8,100 5,400 2,700 12,900

営業用 2,900 1,900 1,000 4,500

自家用 3,800 2,500 1,300 6,000

平成27年度

税率表に

同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用

３,９００ ３,１００
営業用 ６，９００ ５,５００
自家用 １０，８００ ７,２００
営業用 ３，８００ ３,０００
自家用 ５，０００ ４,０００

旧税率区　　　分

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用

新税率
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従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

７．６

１００

※令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 ２,０００ 農耕作業

　　９０cc以下 ２,０００ その他　 

　　９０cc超 ２,４００
　　ミニカー ３,７００    ○二輪の小型自動車
○軽自動車（二輪） ３,６００ ６,０００
○軽自動車(三輪以上)　

　紙巻たばこ １,０００本につき ５，２６２円 紙巻たばこ １,０００本につき 　５，６９２円 　紙巻たばこ １,０００本につき 　５，６９２円

※平成３０年１０月１日以後の売渡し分から適用 　旧３級品の紙巻たばこ １,０００本につき　 ５，６９２円

　旧３級品の紙巻たばこ１,０００本につき ３，３５５円 旧３級品の紙巻たばこ １,０００本につき　 ４，０００円 ※令和元年１０月１日以後の売渡し分から適用

※平成２９年４月１日以後の売渡し分から適用 ※平成３０年４月１日以後の売渡し分から適用 　加熱式たばこ

重量換算×0.6、（重量換算+価格換算）×0.4

加熱式たばこ 重量換算×0.8、（重量換算+価格換算）×0.2 ※令和元年１０月１日以後の売渡し分から適用

※平成３０年１０月１日以後の売渡し分から適用

（日帰り客は５０円）

　　　　　乗用車については、税率を1％分軽減

　燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用　非課税、0.5％、1％、2％　　　　　　　　　　　　　　　 

元

３,５００

同　左

同　左

同　左

環
境
性
能
割 　　　※令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した

１００

同　左

自家用　非課税、1％、2％、3％　※当分の間、2％を上限

同　左

同　左

２,４００
５,９００

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

同　左

１５０

１千万円以下 ５０人以下

８．４
資本金等の金額１千万円以下の法人

同　左

同　左

同　左

同　左

８

２

同　左

同　左

１００

１００

同　左

同　左

同　左

30

同　左

同　左

同　左

同　左

29

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

同　左

25%
軽減

50%
軽減

75%
軽減

3,000 2,000 1,000 4,600

営業用 5,200 3,500 1,800 8,200

自家用 8,100 5,400 2,700 12,900

営業用 2,900 1,900 1,000 4,500

自家用 3,800 2,500 1,300 6,000

平成27年度

税率表に

同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

７．６

１００

※令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 ２,０００ 農耕作業 ２,４００
　　９０cc以下 ２,０００ その他　 ５,９００
　　９０cc超 ２,４００
　　ミニカー ３,７００ ○二輪の小型自動車
○軽自動車（二輪） ３,６００ ６,０００
○軽自動車(三輪以上)　

　燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用 非課税、0.5％、1％、2％

自家用 非課税、1％、2％、3％　※当分の間、2％を上限

　 自家用乗用車については、税率を1％分軽減 　 自家用乗用車については，税率を1％分軽減

　紙巻たばこ １,０００本につき 　６，１２２円 　紙巻たばこ １,０００本につき 　６，５５２円

　加熱式たばこ 　加熱式たばこ

重量換算×0.4、（重量換算+価格換算）×0.6 重量換算×0.2、（重量換算+価格換算）×0.8

※令和２年１０月１日以後の売渡し分から適用 ※令和３年１０月１日以後の売渡し分から適用

　軽量な葉巻たばこ 　軽量な葉巻たばこ

0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなす １グラム未満の葉巻たばこを１本の紙巻たばことみなす

※令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの経過措置 ※令和３年１０月１日以後の売渡し分から適用

０.２５
 １００

　宿泊料金２万円未満　２００（市税１５０円，県税５０円）

　宿泊料金２万円以上　５００（市税４５０円，県税５０円）

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した

３

同左

同左

同左

同左

固 定 資 産 税
１.４
１００

市たばこ税

入 湯 税 （ 円 ）

都 市 計 画 税
０.３
１００

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

種別割（円）

環境性能割

※令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した

５０

市民税 所　得　割 ２
と併課 １００

法人税割
８．４

資本金等の金額１千万円以下の法人

１００

県民税 均等割（円） ２，０００

所　得　割 ８
１００

均等割（円）

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

１千万円以下 ５０人以下

年度　　
２

　　税目

均等割（円） ３,５００

宿 泊 税 （ 円 ）

特 別 土 地 保 有 税 課税停止

事 業 所 税 資  産  割 　 ６００円 従業者割

25%
軽減

50%
軽減

75%
軽減

3,000 2,000 1,000 4,600

営業用 5,200 3,500 1,800 8,200

自家用 8,100 5,400 2,700 12,900

営業用 2,900 1,900 1,000 4,500

自家用 3,800 2,500 1,300 6,000

平成27年度

税率表に

同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用
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１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

従業者数

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 年間 ３,６００,０００

５０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

法 資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ２,１００,０００

民 ５０億円以下１０億円超 ５０人以下 ４９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 ４８０,０００

１０億円以下１億円超 ５０人以下 １９２,０００

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超 １８０,０００

１億円以下１千万円超 ５０人以下 １５６,０００

税 人 当分の間 １２０,０００

（本則　 １４４,０００）

当分の間 ５０,０００

（本則 　　６０,０００）

　

７．６

１００

※令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用

○原動機付自転車 ○小型特殊自動車

　　５０cc以下 ２,０００ 農耕作業 ２,４００
　　９０cc以下 ２,０００ その他　 ５,９００
　　９０cc超 ２,４００
　　ミニカー ３,７００ ○二輪の小型自動車
○軽自動車（二輪） ３,６００ ６,０００
○軽自動車(三輪以上)　

　燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用 非課税、0.5％、1％、2％

自家用 非課税、1％、2％、3％　※当分の間、2％を上限

　 自家用乗用車については、税率を1％分軽減 　 自家用乗用車については，税率を1％分軽減

　紙巻たばこ １,０００本につき 　６，１２２円 　紙巻たばこ １,０００本につき 　６，５５２円

　加熱式たばこ 　加熱式たばこ

重量換算×0.4、（重量換算+価格換算）×0.6 重量換算×0.2、（重量換算+価格換算）×0.8

※令和２年１０月１日以後の売渡し分から適用 ※令和３年１０月１日以後の売渡し分から適用

　軽量な葉巻たばこ 　軽量な葉巻たばこ

0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなす １グラム未満の葉巻たばこを１本の紙巻たばことみなす

※令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの経過措置 ※令和３年１０月１日以後の売渡し分から適用

０.２５
 １００

　宿泊料金２万円未満　２００（市税１５０円，県税５０円）

　宿泊料金２万円以上　５００（市税４５０円，県税５０円）

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した

３

同左

同左

同左

同左

固 定 資 産 税
１.４
１００

市たばこ税

入 湯 税 （ 円 ）

都 市 計 画 税
０.３
１００

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

種別割（円）

環境性能割

※令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した

５０

市民税 所　得　割 ２
と併課 １００

法人税割
８．４

資本金等の金額１千万円以下の法人

１００

県民税 均等割（円） ２，０００

所　得　割 ８
１００

均等割（円）

資 本 金 等 の 金 額 税　　率

資 本 金 等 の 金 額 ５０人超

１千万円以下 ５０人以下

年度　　
２

　　税目

均等割（円） ３,５００

宿 泊 税 （ 円 ）

特 別 土 地 保 有 税 課税停止

事 業 所 税 資  産  割 　 ６００円 従業者割

25%
軽減

50%
軽減

75%
軽減

3,000 2,000 1,000 4,600

営業用 5,200 3,500 1,800 8,200

自家用 8,100 5,400 2,700 12,900

営業用 2,900 1,900 1,000 4,500

自家用 3,800 2,500 1,300 6,000

平成27年度

税率表に

同じ

区　　　分 新旧税率
軽課

重課

三　　輪

四輪
以上

乗用

貨物用

１１．．市市税税税税率率のの変変遷遷（（続続））

個

人

市

法

民

税 人

所　得　割 同左

年度　　
４

　　税目

均等割（円） 同左

均等割（円） 同左

固 定 資 産 税 同左

都 市 計 画 税 同左

県民税 均等割（円） 同左

市民税
と併課

法人税割 同左

所　得　割 同左

同左

軽
　
自
　
動
　
車
　
税

種別割（円） 同左

環境性能割

　燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用　非課税、0.5％、1％、2％　　　　　　　　　　　　　　　 

自家用　非課税、1％、2％、3％　※当分の間、2％を上限

事 業 所 税 同左

宿 泊 税 （ 円 ） 同左

市たばこ税

入 湯 税 （ 円 ） 同左

特 別 土 地 保 有 税 同左
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（ 別 表 ）

市市民民税税（（個個人人））所所得得割割のの税税率率のの変変遷遷

区分

年度

万円 1155 4400 7700 110000 115500 440000 660000 11,,000000 22,,000000 33,,000000 55,,000000 55,,000000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 3300 5500 8800 111100 115500 440000 660000 11,,000000 22,,000000 33,,000000 55,,000000 55,,000000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 3300 4455 7700 110000 113300 115500 337700 557700 995500 11,,990000 22,,990000 44,,990000 44,,990000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 2200 4455 7700 9955 112200 115500 337700 557700 995500 11,,990000 22,,990000 44,,990000 44,,990000～～

計 ％ 4.5 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 6600 113300 226600 446600 995500 11,,990000 11,,990000～～

計 ％ 5 7 10 12 14 15 16

市 ％ 3 5 7 8 10 11 12

県 ％ 2 2 3 4 4 4 4

万円 112200 550000 550000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 116600 555500 555500～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 12

県 ％ 2 2 3

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 13

市 ％ 3 8 10

県 ％ 2 2 3

万円 万円

計 ％ ％

市 ％ ％

県 ％ ％

平成11年～
平成18年度

課課税税所所得得階階級級

平成19年度～

課課税税所所得得階階級級

4

6

10

一一律律

平成３年～
平成６年度

課課税税所所得得階階級級

平成７年～
平成８年度

課課税税所所得得階階級級

平成９年～
平成10年度

課課税税所所得得階階級級

昭和６０年～
昭和６２年度

課課税税所所得得階階級級

昭和６３年度

課課税税所所得得階階級級

平成元年～
平成２年度

課課税税所所得得階階級級

昭和５５年～
昭和５９年度

課課税税所所得得階階級級

4

11

225500

昭和３７年～
昭和４７年度

課課税税所所得得階階級級

市 民 税 所 得 割 ・ 県 民 税 所 得 割

昭和４８年～
昭和５４年度

課課税税所所得得階階級級

一一律律

10

8

2

平成30年度～

課課税税所所得得階階級級

県

市

計

4

7

11

222200

4

7

11

7

11

223300

225500

4

7
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（ 別 表 ）

市市民民税税（（個個人人））所所得得割割のの税税率率のの変変遷遷

区分

年度

万円 1155 4400 7700 110000 115500 440000 660000 11,,000000 22,,000000 33,,000000 55,,000000 55,,000000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 3300 5500 8800 111100 115500 440000 660000 11,,000000 22,,000000 33,,000000 55,,000000 55,,000000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 3300 4455 7700 110000 113300 115500 337700 557700 995500 11,,990000 22,,990000 44,,990000 44,,990000～～

計 ％ 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 2200 4455 7700 9955 112200 115500 337700 557700 995500 11,,990000 22,,990000 44,,990000 44,,990000～～

計 ％ 4.5 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18

市 ％ 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

県 ％ 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4

万円 6600 113300 226600 446600 995500 11,,990000 11,,990000～～

計 ％ 5 7 10 12 14 15 16

市 ％ 3 5 7 8 10 11 12

県 ％ 2 2 3 4 4 4 4

万円 112200 550000 550000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 116600 555500 555500～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 11

県 ％ 2 2 4

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 15

市 ％ 3 8 12

県 ％ 2 2 3

万円 220000 770000 770000～～

計 ％ 5 10 13

市 ％ 3 8 10

県 ％ 2 2 3

万円 万円

計 ％ ％

市 ％ ％

県 ％ ％

平成11年～
平成18年度

課課税税所所得得階階級級

平成19年度～

課課税税所所得得階階級級

4

6

10

一一律律

平成３年～
平成６年度

課課税税所所得得階階級級

平成７年～
平成８年度

課課税税所所得得階階級級

平成９年～
平成10年度

課課税税所所得得階階級級

昭和６０年～
昭和６２年度

課課税税所所得得階階級級

昭和６３年度

課課税税所所得得階階級級

平成元年～
平成２年度

課課税税所所得得階階級級

昭和５５年～
昭和５９年度

課課税税所所得得階階級級

4

11

225500

昭和３７年～
昭和４７年度

課課税税所所得得階階級級

市 民 税 所 得 割 ・ 県 民 税 所 得 割

昭和４８年～
昭和５４年度

課課税税所所得得階階級級

一一律律

10

8

2

平成30年度～

課課税税所所得得階階級級

県

市

計

4

7

11

222200

4

7

11

7

11

223300

225500

4

7
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１,６５０,０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,６５０,０００円超　　３,３００,０００円以下

収入金額×３０％＋１６５,０００円

（４）　３,３００,０００円超　　６,０００,０００円以下

収入金額×２０％＋４９５,０００円

（５）　６,０００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,０９５,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,５９５,０００円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　２８万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３１万円 ３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

３１万円（特定扶養　　 ３９万円） ３３万円（特定扶養　　 ４１万円）

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４３万円） 　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３１万円 最高　３３万円

基 礎 ３１万円 ３３万円

　※平成元年度から、老人配偶者控除又は老人扶養控除と障害者控除との重複適用ができる。

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　　成　　７　　年　　度

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

生 命 保 険 料
その金額

35,000円

項　　目

配 偶 者

雑 損

医 療 費

給与所得控除

平　　成　　６　　年　　度

所

得

控

除
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１,６５０,０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,６５０,０００円超　　３,３００,０００円以下

収入金額×３０％＋１６５,０００円

（４）　３,３００,０００円超　　６,０００,０００円以下

収入金額×２０％＋４９５,０００円

（５）　６,０００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,０９５,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,５９５,０００円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　２８万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３１万円 ３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

３１万円（特定扶養　　 ３９万円） ３３万円（特定扶養　　 ４１万円）

　　（老　　　　　　　 人　３６万円） 　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４３万円） 　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５２万円） 　　（同居特別障害者　５４万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３１万円 最高　３３万円

基 礎 ３１万円 ３３万円

　※平成元年度から、老人配偶者控除又は老人扶養控除と障害者控除との重複適用ができる。

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　　成　　７　　年　　度

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

生 命 保 険 料
その金額

35,000円

項　　目

配 偶 者

雑 損

医 療 費

給与所得控除

平　　成　　６　　年　　度

所

得

控

除

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額全額

     １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

     ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額全額

     ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

     １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　２８万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３３万円 ３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３８万円） 　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５４万円） 　（同居特別障害者　５６万円）

３３万円（特定扶養　　 ４１万円） ３３万円（特定扶養　 ４３万円） ３３万円（特定扶養　 ４５万円）

　　（老　　　　　　　 人　３８万円） 　（老　　　　　　　 人　３８万円） 　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４５万円） 　（同居老親等　　　　４５万円） 　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５４万円） 　（同居特別障害者　５６万円） 　（同居特別障害者　５６万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３３万円

基 礎 ３３万円

項　　目 平　成　８　～　１０　年　度 平　成　１１　年　度 平　成　１２　～　１６　年　度

給与所得控除 同　　左 同　　左

雑 損 同　　左 同　　左

医 療 費 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

生 命 保 険 料 同　　左 同　　左
所

得

控

除

その金額

35,000円

損 害 保 険 料 同　　左 同　　左

寄 附 金 同　　左 同　　左

２６万円（特別障害者　３０万円） 同　　左

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

配 偶 者 同　　左

扶 養

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者 ・６５歳以上の者

(1) 260万円以下                  1,400,000円 (1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 260万円超  460万円以下 (2) 330万円超  410万円以下

収入金額×25％+75万円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 460万円超  820万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+121万円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 820万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+203万円 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者 ・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円 (1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 (2) 130万円超  410万円以下

収入金額×25％+37万5千円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+78万5千円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+155万5千円 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額の全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

３３万円（特定扶養　　 ４５万円）

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３３万円

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

平　成　１８　～　１９　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　成　１７　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

廃　　止

35,000円

同　　左

医 療 費

配 偶 者

扶 養

同　　左

同　　左

同　　左

生 命 保 険 料所

得

控

除

損 害 保 険 料

寄 附 金

項　　目

同　　左

年金所得控除

最高　３３万円
（※）

支払金額の全額

給与所得控除

雑 損
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者 ・６５歳以上の者

(1) 260万円以下                  1,400,000円 (1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 260万円超  460万円以下 (2) 330万円超  410万円以下

収入金額×25％+75万円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 460万円超  820万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+121万円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 820万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+203万円 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者 ・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円 (1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 (2) 130万円超  410万円以下

収入金額×25％+37万5千円 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 (3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+78万5千円 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 (4) 770万円超

収入金額×5％+155万5千円 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×

５％）と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

短期損害保険の場合

支払金額が１,０００円以下 支払金額の全額

         １,０００円超　３,０００円以下 支払金額×１/２＋５００円

         ３,０００円超 ２,０００円（限度額）

長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１０,０００円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）

老 年 者 ４８万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

３３万円（特定扶養　　 ４５万円）

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３３万円

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

平　成　１８　～　１９　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　成　１７　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

廃　　止

35,000円

同　　左

医 療 費

配 偶 者

扶 養

同　　左

同　　左

同　　左

生 命 保 険 料所

得

控

除

損 害 保 険 料

寄 附 金

項　　目

同　　左

年金所得控除

最高　３３万円
（※）

支払金額の全額

給与所得控除

雑 損

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下

収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超

収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下

収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下

収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超

収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）

  支払金額が15,000円以下の場合

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円

  支払金額が70,000円を超える場合

平成19年分より損害保険料控除は廃止。平成18年12月31日

までに契約した長期損害保険料は、地震保険料控除に改組

①地震保険料の場合

支払金額が５０，０００円以下 支払金額×１/２

支払金額が５０，０００円超 25,000円(限度額)

②長期損害保険の場合

支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

         ５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

         １５,０００円超 １０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 上記の合計額（限度額25,000円）

｛（支払った寄附金の額）と（総所得金額等×２５％）

とのいずれか少ない方の金額｝－１０万円

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

３３万円

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

３３万円（特定扶養　　 ４５万円）

　　（老　　　　　　　 人　３８万円）

　　（同居老親等　　　　４５万円）

　　（同居特別障害者　５６万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３３万円

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

同　　左

扶 養 同　　左

最高　３３万円
（※）

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者 同　　左

同　　左

寄 附 金
平成２０年度の税制改正により、所得控除から税額控除に
変更

同　　左

所

得

控

除

支払金額の全額

35,000円

地 震 保 険 料
（損害保険料）

同　　左

生 命 保 険 料 同　　左

雑 損 同　　左

医 療 費 同　　左

給与所得控除 同　　左

年金所得控除 同　　左

項　　目 平　成　２０　年　度 平　成　２１　～　２３　年　度
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ ①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）   15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  支払金額が15,000円以下の場合   40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円   70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円 （一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

  支払金額が70,000円を超える場合 ①②共にある場合 上記の合計額 （限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　　　支払金額が５０，０００円以 　　　支払金額×１/２

　　　　　支払金額が５０，０００円超 　　　25,000円(限度額)

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　　　支払金額が５,０００円以下 　　　支払金額の全額

     　    ５,０００円超　１５,０００円以 　　　支払金額×１/２＋２,５００円

    　     １５,０００円超 　　　１０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 　　 上記の合計額（限度額25,000円）

障 害 者

寡 婦 （ 寡 夫 ）

勤 労 学 生

配 偶 者 ３３万円 （老　　　 人　 　　３８万円）

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

（特定扶養　　　　　　４５万円）

（老　　　人　　　　　　３８万円） （７０歳以上の者）

（同居老親等　　　　４５万円） （　　　　〃　　　　）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

２６万円（母子家庭　３０万円）

２６万円

最高　３３万円
（※）

３３万円

（１９歳以上２３歳未満の者）

扶 養

所

得

控

除

地 震 保 険 料

医 療 費

生 命 保 険 料

雑 損

項　　目

給与所得控除

支払金額の全額

35,000円

支払った金額

年金所得控除

平　成　２４　年　度 平　成　２５　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０,０００,０００円超

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料

一般の生命保険料と個人年金保険料をそれぞれ ①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

下表より求めた控除額の合計（限度額7万円）   15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  支払金額が15,000円以下の場合   40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  支払金額が15,000円を超え40,000円以下の場合   支払金額×1/2＋  7,500円   70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

  支払金額が40,000円を超え70,000円以下の場合   支払金額×1/4＋17,500円 （一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

  支払金額が70,000円を超える場合 ①②共にある場合 上記の合計額 （限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　　　支払金額が５０，０００円以 　　　支払金額×１/２

　　　　　支払金額が５０，０００円超 　　　25,000円(限度額)

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　　　支払金額が５,０００円以下 　　　支払金額の全額

     　    ５,０００円超　１５,０００円以 　　　支払金額×１/２＋２,５００円

    　     １５,０００円超 　　　１０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 　　 上記の合計額（限度額25,000円）

障 害 者

寡 婦 （ 寡 夫 ）

勤 労 学 生

配 偶 者 ３３万円 （老　　　 人　 　　３８万円）

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

（特定扶養　　　　　　４５万円）

（老　　　人　　　　　　３８万円） （７０歳以上の者）

（同居老親等　　　　４５万円） （　　　　〃　　　　）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

２６万円（母子家庭　３０万円）

２６万円

最高　３３万円
（※）

３３万円

（１９歳以上２３歳未満の者）

扶 養

所

得

控

除

地 震 保 険 料

医 療 費

生 命 保 険 料

雑 損

項　　目

給与所得控除

支払金額の全額

35,000円

支払った金額

年金所得控除

平　成　２４　年　度 平　成　２５　年　度

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円 （１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下 収入金額×４０％ （２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下　　　収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下 （３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円 収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下 （４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円 収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下 （５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円 収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０，０００，０００円超　１５，０００，０００円以下 （６）　１０，０００，０００円超　１２，０００，０００円以下

収入金額×  ５％＋１,７００,０００円 収入金額×  ５％＋１,７００,０００円

（７）　１５，０００，０００円超　　２，４５０，０００円 （７）　１２，０００，０００円超　　２，３００，０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額200万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　　　支払金額が５０，０００円以下 　　　支払金額×１/２

　　　　　支払金額が５０，０００円超 　　　25,000円(限度額)

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　　　支払金額が５,０００円以下 　　　支払金額の全額

     　    ５,０００円超　１５,０００円以下 　　　支払金額×１/２＋２,５００円

    　     １５,０００円超 　　　１０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 　　 上記の合計額（限度額25,000円）

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

配 偶 者 ３３万円 　　（老　　　 人　 　　３８万円）

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

　　（特定扶養　　　　　　４５万円） （１９歳以上２３歳未満の者）

　　（老　　　人　　　　　　３８万円） （７０歳以上の者）

　　（同居老親等　　　　４５万円） （　　　　〃　　　　）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３３万円

(※)　他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

扶 養 同　　左

同　　左

最高　３３万円
（※）

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

医 療 費 同　　左

給与所得控除

年金所得控除

地 震 保 険 料

所

得

控

除

同　　左

生命保険料

同　　左

同　　左

項　　目 平　成　２６　年　度　　～　　２８　年　度 平　成　２９　年　度

同　　左

雑 損 同　　左
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０，０００，０００円超　　２，２００，０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

①（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

　　と１０万円とのいずれか低い金額｝　　　　　（限度額200万円）

②（特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円　　　（限度額88,000円）

上記 ①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　　　支払金額が５０，０００円以下　　　支払金額×１/２

　　　　　支払金額が５０，０００円超 　　　25,000円(限度額)

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　　　支払金額が５,０００円以下 　　　支払金額の全額

     　    ５,０００円超　１５,０００円以下　　　支払金額×１/２＋２,５００円

    　     １５,０００円超 　　　１０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 　　 上記の合計額（限度額25,000円）

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 ３３万円　（ 老人　３８万円 ）

９００万円超９５０万円以下 ２２万円　（ 老人　２６万円 ）

９５０万円超１，０００万円以下 １１万円　（ 老人　１３万円 ）

１，０００万円超 控除なし

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

　　（特定扶養　　　　４５万円）（１９歳以上２３歳未満の者）

　　（老　　　人　　　　３８万円）（７０歳以上の者）

　　（同居老親等　 　４５万円）（　　　　〃　　　　）

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３３万円

９００万円超９５０万円以下 最高２２万円

９５０万円超１，０００万円以下 最高１１万円

１，０００万円超 控除なし

※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で

　 配偶者の合計所得金額が３８万円を超え１２３万円以下の者

基 礎 ３３万円

〃

同　　左

同　　左

扶 養

配 偶 者 ３３万円　　（老　　　 人　 　　３８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

同　　左

〃

〃

〃

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

〃

〃

地 震 保 険 料

項　　目

給与所得控除

年金所得控除

所

得

控

除

最高　３３万円
※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合
計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

平　成　３０　年　度

雑 損

医 療 費

生 命 保 険 料

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

令　和　元　～　２　年　度
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２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下　　６５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１，８００，０００円以下

収入金額×４０％

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下

収入金額×３０％＋１８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下

収入金額×２０％＋５４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　１０,０００,０００円以下

収入金額×１０％＋１,２００,０００円

（６）　１０，０００，０００円超　　２，２００，０００円

・６５歳以上の者

(1) 330万円以下                  1,200,000円

(2) 330万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

・６５歳未満の者

(1) 130万円以下                     700,000円

(2) 130万円超  410万円以下 収入金額×25％+37万5千円

(3) 410万円超  770万円以下 収入金額×15％+78万5千円

(4) 770万円超 収入金額×5％+155万5千円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

①（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

　　と１０万円とのいずれか低い金額｝　　　　　（限度額200万円）

②（特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円　　　（限度額88,000円）

上記 ①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  15,000円以下の場合 支払金額全額   12,000円以下の場合 支払金額全額

  15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円   12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

  40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円   32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

  70,000円超 35,000円   56,000円超 28,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　　　支払金額が５０，０００円以下　　　支払金額×１/２

　　　　　支払金額が５０，０００円超 　　　25,000円(限度額)

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　　　支払金額が５,０００円以下 　　　支払金額の全額

     　    ５,０００円超　１５,０００円以下　　　支払金額×１/２＋２,５００円

    　     １５,０００円超 　　　１０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 　　 上記の合計額（限度額25,000円）

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２６万円（母子家庭　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 ３３万円　（ 老人　３８万円 ）

９００万円超９５０万円以下 ２２万円　（ 老人　２６万円 ）

９５０万円超１，０００万円以下 １１万円　（ 老人　１３万円 ）

１，０００万円超 控除なし

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

　　（特定扶養　　　　４５万円）（１９歳以上２３歳未満の者）

　　（老　　　人　　　　３８万円）（７０歳以上の者）

　　（同居老親等　 　４５万円）（　　　　〃　　　　）

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３３万円

９００万円超９５０万円以下 最高２２万円

９５０万円超１，０００万円以下 最高１１万円

１，０００万円超 控除なし

※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で

　 配偶者の合計所得金額が３８万円を超え１２３万円以下の者

基 礎 ３３万円

〃

同　　左

同　　左

扶 養

配 偶 者 ３３万円　　（老　　　 人　 　　３８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

同　　左

〃

〃

〃

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

〃

〃

地 震 保 険 料

項　　目

給与所得控除

年金所得控除

所

得

控

除

最高　３３万円
※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で合
計所得金額が３８万円を超え７６万円未満の者

平　成　３０　年　度

雑 損

医 療 費

生 命 保 険 料

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

令　和　元　～　２　年　度

２２．．住住民民税税のの所所得得控控除除等等一一覧覧((続続))

（１）　１,６２５,０００円以下 ５５０,０００円

（２）　１,６２５,０００円超　　１,８００,０００円以下 収入金額×４０％－１００,０００円

（３）　1,８００,０００円超　　３,６００,０００円以下 収入金額×３０％＋８０,０００円

（４）　３,６００,０００円超　　６,６００,０００円以下 収入金額×２０％＋４４０,０００円

（５）　６,６００,０００円超　　８,５００,０００円以下 収入金額×１０％＋１,１００,０００円

（６）　８,５００,０００円超 １,９５０,０００円

公的年金等にかかる雑所得以外の所得に係る合計所得金額が

 1,000万円以下  1,000万円超2,000万円以下  2,000万円超

・６５歳以上の者

(1) 330万円未満 1,100,000円 1,000,000円 900,000円

(2) 330万円以上  410万円未満 収入金額×25％+27万5千円 収入金額×25％+17万5千円 収入金額×25％+  7万5千円

(3) 410万円以上  770万円未満 収入金額×15％+68万5千円 収入金額×15％+58万5千円 収入金額×15％+48万5千円

(4) 770万円以上  1,000万円未満 収入金額×5％+145万5千円 収入金額×5％+135万5千円 収入金額×5％+125万5千円

(5)  1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

・６５歳未満の者

(1) 130万円未満 600,000円 500,000円 400,000円

(2) 130万円以上  410万円未満 収入金額×25％+27万5千円 収入金額×25％+17万5千円 収入金額×25％+  7万5千円

(3) 410万円以上  770万円未満 収入金額×15％+68万5千円 収入金額×15％+58万5千円 収入金額×15％+48万5千円

(4) 770万円以上  1,000万円未満 収入金額×5％+145万5千円 収入金額×5％+135万5千円 収入金額×5％+125万5千円

(5) 1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

上記 ①、②いずれか多い額

①（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

　　と１０万円とのいずれか低い金額｝　　　　　（限度額２００万円）

②（特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－１２，０００円　　　（限度額８８，０００円）

上記 ①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

　　　15,000円以下の場合 支払金額全額 　　　12,000円以下の場合 支払金額全額

　　　15,000円超　40,000円以下 支払金額×1/2＋7,500円 　　　12,000円超　32,000円以下 支払金額×1/2＋6,000円

　　　40,000円超　70,000円以下 支払金額×1/4＋17,500円 　　　32,000円超　56,000円以下 支払金額×1/4＋14,000円

　　　70,000円超 35,000円 　　　56,000円超 28,000円

　　（一般・個人年金それぞれに適用） 　　（一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額（限度額７万円）

①地震保険料の場合

　　　支払金額が５０,０００円以下 支払金額×１/２

　　　支払金額が５０,０００円超 ２５,０００円（限度額）

②旧長期契約の場合

　※平成１８年末までに締結した、保険期間が１０年以上で満期返戻金があるもの

　　　支払金額が５,０００円以下 支払金額の全額

　　　５,０００円超　１５,０００円以下 支払金額×１/２＋２,５００円

　　　１５,０００円超 １０,０００円（限度額）

①・②共にある場合 上記の合計額（限度額２５,０００円）

障 害 者 ２６万円（特別障害者　３０万円）（同居特別障害者加算　２３万円）

寡婦（ひとり親） ２６万円（ひとり親　３０万円）

勤 労 学 生 ２６万円

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 ３３万円　（ 老人　３８万円 ）

９００万円超９５０万円以下 ２２万円　（ 老人　２６万円 ）

９５０万円超１,０００万円以下 １１万円　（ 老人　１３万円 ）

１,０００万円超 控除なし

３３万円 （１６歳未満の者を除く）

　　（特定扶養　　　　４５万円）（１９歳以上２３歳未満の者）

　　（老　　　人　　　　３８万円）（７０歳以上の者）

　　（同居老親等　 　４５万円）（　　　　〃　　　　）

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３３万円

９００万円超９５０万円以下 最高２２万円

９５０万円超１,０００万円以下 最高１１万円

１,０００万円超 控除なし

※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で 配偶者の合計所得金額が４８万円を超え１３３万円以下の者

納税者の合計所得金額が ２,４００万円以下 ４３万円

２,４００万円超２,４５０万円以下 ２９万円

２,４５０万円超２,５００万円以下 １５万円

２,５００万円超 控除なし

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎

扶 養

地 震 保 険 料

配 偶 者

雑 損

医 療 費

所

得

控

除

生 命 保 険 料

令　和　３ ～ ４　年　度項　　目

給与所得控除

年金所得控除
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が2,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の２５％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　３５万円）

老 年 者 ５０万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３５万円 ３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

３５万円（特定扶養　　 ４５万円） ３５万円（特定扶養　　 ５０万円） ３８万円（特定扶養　　 ５３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３５万円

基 礎 ３５万円 同　　左

最高　３８万円

３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　成　７～９　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

支払金額全額

50,000円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

同　　左

生 命 保 険 料

配 偶 者

項　　目 平　　成　　５　　年　　分 平　成　６　年　分

同　　左

同　　左

雑 損

医 療 費

同　　左
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が2,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の２５％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　３５万円）

老 年 者 ５０万円

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３５万円 ３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

３５万円（特定扶養　　 ４５万円） ３５万円（特定扶養　　 ５０万円） ３８万円（特定扶養　　 ５３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４５万円） 　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５５万円） 　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６５万円） 　　（同居特別障害者　６８万円）

配 偶 者
特 別 控 除

最高　３５万円

基 礎 ３５万円 同　　左

最高　３８万円

３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　成　７～９　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

支払金額全額

50,000円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料

同　　左

生 命 保 険 料

配 偶 者

項　　目 平　　成　　５　　年　　分 平　成　６　年　分

同　　左

同　　左

雑 損

医 療 費

同　　左

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

３８万円（特定扶養　　 ５８万円） ３８万円（１６歳未満　　 ４８万円） ３８万円（特定扶養　　 ６３万円）

　　（老　　　　　　　 人　 ４８万円） 　　（特　定　扶　養　    ６３万円） 　　（老　　　　　　　 人　 ４８万円）

　　（同居老親等　　　　５８万円） 　　（老　　　　　　　 人　 ４８万円） 　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円） 　　（同居老親等　　　　５８万円） 　　（同居特別障害者　７３万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

最高　３８万円（他の扶養親族とされ
る者、事業専従者及び控除対象配偶
者に該当しない者で合計所得金額

が７６万円未満の者）

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

２７万円（特別障害者４０万円）

同　　左 同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

同　　左同　　左

同　　左

同　　左 同　　左 同　　左 同　　左

平　成　１０　年　分 平　成　１１　年　分 平　成　１２～１５　年　分

同　　左 同　　左 同　　左

同　　左

同　　左 同　　左

同　　左

平　成　１６　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧（（続続））

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が２,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の３０％） ｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の30％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円 とのいずれか少ないほうの金額｝－５，０００円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　４０万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

３８万円（特定扶養　　 ６３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

最高　３８万円（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象
配偶者に該当しない者で合計所得金額が７６万円未満の者）

配 偶 者

雑 損

医 療 費

支払金額全額

50,000円

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料
（地震保険料）

生 命 保 険 料

項　　目 平　　成　　１７　　年　　分 平　　成　　１８　　年　　分

同　　左

同　　左
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧（（続続））

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％） 　

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝

（限度額　２００万円）

社 会 保 険 料 支払った金額

支払金額が

  25,000円以下の場合

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円

  100,000円超

（個人年金保険料についても生命保険料控除と同じ仕組みで別枠控除される。）

短期損害保険の場合

支払金額が２,０００円以下 支払金額全額

       ２,０００円超　４,０００円以下 支払金額×１/２＋１,０００円

       ４,０００円超 ３,０００円

長期損害保険の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

短期、長期共にある場合 上記の合計額

（限度額　１５,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の３０％） ｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の30％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－１万円 とのいずれか少ないほうの金額｝－５，０００円

障 害 者 ２７万円（特別障害者　４０万円）

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円）

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

３８万円（特定扶養　　 ６３万円）

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

　　（同居老親等　　　　５８万円）

　　（同居特別障害者　７３万円）

配 偶 者
特 別 控 除

基 礎 ３８万円

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

最高　３８万円（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象
配偶者に該当しない者で合計所得金額が７６万円未満の者）

配 偶 者

雑 損

医 療 費

支払金額全額

50,000円

扶 養

寄 附 金

損 害 保 険 料
（地震保険料）

生 命 保 険 料

項　　目 平　　成　　１７　　年　　分 平　　成　　１８　　年　　分

同　　左

同　　左

平成19年分より損害保険料控除は廃止。平成18年12月31日

までに契約した長期損害保険料は、地震保険料控除に改組

①地震保険料の場合

支払金額が５０，０００円以下 支払金額全額

支払金額が５０，０００円超 ５万円

②長期損害保険料の場合

支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

①、②共にある場合 上記の合計額

（限度額　５０,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の４０％） ｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の40％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－５，０００円 とのいずれか少ないほうの金額｝－２，０００円

３８万円

　　（老　　　　　　　 人　４８万円）

３８万円（16歳未満の者を除く）

　（特定扶養　　　 ６３万円）（19歳以上23歳未満の者）

　（老　　　人　　　 ４８万円）（70歳以上の者）

　（同居老親等　　５８万円）（　　　 〃　　　  ）

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

平　　成　　２３　　年　　分

同　　左

同　　左

平　成　１９～２２　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

２７万円（特別障害者　４０万円）
　　（同居特別障害者加算　３５万円）
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧（（続続））

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％） ① （医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝ と１０万円とのいずれか低い金額｝ （限度額　２００万円）

（限度額　２００万円） ② （特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円（限度額　88,000円）

上記①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  25,000円以下の場合 支払金額全額   20,000円以下の場合 支払金額全額

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円   20,000円超　　40,000円以下 支払金額×1/2＋10,000円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円   40,000円超　  80,000円以下 支払金額×1/4＋20,000円

  100,000円超 50,000円   80,000円超 40,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額 （限度額１２万円）

①地震保険料の場合

　支払金額が５０，０００円以下 支払金額全額

　支払金額が５０，０００円超 ５０，０００円

②旧長期契約の場合

　※　平成１８年末までに締結した保険期間が１０年以上で

　　　満期返戻金があるもの

　支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

①、②共にある場合 上記の合計額

（限度額　５０,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の40％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－２，０００円

障 害 者

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　 人　　　４８万円）

３８万円（16歳未満の者を除く）

　（特定扶養　　　 ６３万円）（19歳以上23歳未満の者）

　（老　　　人　　　 ４８万円）（70歳以上の者）

　（同居老親等　　５８万円）（　　　 〃　　　  ）

同　　左

最高　３８万円
（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控
除対象　配偶者に該当しない者で合計所得金
額が７６万円未満の者）

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者
特 別 控 除

平　成　２９　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者

扶 養

地 震 保 険 料

寄 附 金

２７万円（特別障害者　４０万円）
　　（同居特別障害者加算　３５万円）

項　　目 平　成　２４　～　２８　年　分

雑 損

医 療 費

生 命 保 険 料

基 礎 ３８万円 同　　左

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円） 同　　左
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　　（（参参考考））所所得得税税のの所所得得控控除除一一覧覧（（続続））

①（損失額－補てん額）－（総所得金額等×１０％）

②災害関連支出額－５万円

①、②いずれか多い額

（医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％） ① （医療費の額－補てん額）－｛（総所得金額等×５％）

と１０万円とのいずれか低い金額｝ と１０万円とのいずれか低い金額｝ （限度額　２００万円）

（限度額　２００万円） ② （特定一般用医薬品等購入費－補てん額）－12,000円（限度額　88,000円）

上記①、②のいずれか

社 会 保 険 料 支払った金額

①旧契約に基づく保険料の支払金額が ②新契約に基づく保険料の支払金額が

  25,000円以下の場合 支払金額全額   20,000円以下の場合 支払金額全額

  25,000円超　　50,000円以下 支払金額×1/2＋12,500円   20,000円超　　40,000円以下 支払金額×1/2＋10,000円

  50,000円超　100,000円以下 支払金額×1/4＋25,000円   40,000円超　  80,000円以下 支払金額×1/4＋20,000円

  100,000円超 50,000円   80,000円超 40,000円

（一般・個人年金それぞれに適用） （一般・個人年金・介護医療それぞれに適用）

①②共にある場合 上記の合計額 （限度額１２万円）

①地震保険料の場合

　支払金額が５０，０００円以下 支払金額全額

　支払金額が５０，０００円超 ５０，０００円

②旧長期契約の場合

　※　平成１８年末までに締結した保険期間が１０年以上で

　　　満期返戻金があるもの

　支払金額が１０,０００円以下 支払金額全額

       １０,０００円超　２０,０００円以下 支払金額×１/２＋５,０００円

       ２０,０００円超 １５,０００円

①、②共にある場合 上記の合計額

（限度額　５０,０００円）

｛（支払った寄付金の額）と（総所得金額等の合計額の40％）

とのいずれか少ないほうの金額｝－２，０００円

障 害 者

勤 労 学 生 ２７万円

３８万円

　　（老　 人　　　４８万円）

３８万円（16歳未満の者を除く）

　（特定扶養　　　 ６３万円）（19歳以上23歳未満の者）

　（老　　　人　　　 ４８万円）（70歳以上の者）

　（同居老親等　　５８万円）（　　　 〃　　　  ）

同　　左

最高　３８万円
（他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控
除対象　配偶者に該当しない者で合計所得金
額が７６万円未満の者）

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者
特 別 控 除

平　成　２９　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

配 偶 者

扶 養

地 震 保 険 料

寄 附 金

２７万円（特別障害者　４０万円）
　　（同居特別障害者加算　３５万円）

項　　目 平　成　２４　～　２８　年　分

雑 損

医 療 費

生 命 保 険 料

基 礎 ３８万円 同　　左

寡 婦 （ 寡 夫 ） ２７万円（母子家庭　３５万円） 同　　左
ひとり親 ３５万円

寡婦 ２７万円

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 ３８万円　（ 老人　４８万円 ）

９００万円超９５０万円以下 ２６万円　（ 老人　３２万円 ）

９５０万円超１，０００万円以下 １３万円　（ 老人　１６万円 ）

１，０００万円超 控除なし

納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３８万円 納税者の合計所得金額が ９００万円以下 最高３８万円

９００万円超９５０万円以下 最高２６万円 ９００万円超９５０万円以下 最高２６万円

９５０万円超１，０００万円以下 最高１３万円 ９５０万円超１，０００万円以下 最高１３万円

１，０００万円超 控除なし １，０００万円超 控除なし

※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者で ※他の扶養親族とされる者、事業専従者及び控除対象配偶者に該当しない者

　 配偶者の合計所得金額が３８万円を超え１２３万円以下の者 　 で配偶者の合計所得金額が４８万円を超え１３３万円以下の者

２，４００万円以下 ４８万円

２，４００万円超２，４５０万円以下 ３２万円

２，４５０万円超２，５００万円以下 １６万円

２，５００万円超　 控除なし

同　　左

同　　左

〃

〃

平　成　３０　～　令　和　元　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

〃

同　　左

〃

〃

〃

同　　左

同　　左

〃

〃

令　和　２　～　４　年　分

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

同　　左

〃

同　　左

同　　左

同　　左
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３３．．過過去去５５ヵヵ年年ににおおけけるる主主なな税税制制改改正正等等にによよるる増増減減収収額額
(単位:百万円)

年度

税目等

個 人 市 民 税 ○給与所得控除の ○給与所得控除の ○配偶者控除及び

　 見直し 　 見直し 　 配偶者特別控除の

131 　見直し

167 △ 41

○県費負担教職員 ○県費負担教職員

　 制度の権限移譲に 　 制度の権限移譲に

　 伴う税率変更 　 伴う税率変更

27,490 3,753

法 人 市 民 税 ○国税の改正に伴う ○法人税割の税率の ○法人税割の税率の

　 もの等 　 引下げ 　 引下げ

△ 328 △ 5,323 △ 6,166

固 定 資 産 税 新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策における

中小事業者等に対する軽減措置

△ 3,059

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税 ○旧三級品に係る特例 ○旧三級品に係る特例 ○税率の引上げ ○税率の引上げ

　 税率の段階的廃止 　 税率の段階的廃止 312 820

39 37

○税率の引上げ

344

事 業 所 税

都 市 計 画 税 新型コロナウイルス感染症

緊急経済対策における

中小事業者等に対する軽減措置

△ 448

そ の 他

の 市 税

分 離 課 税 ○県費負担教職員

所 得 割 　制度の見直し

交 付 金 267

県 民 税 ○県費負担教職員 ○県費負担教職員

所 得 割 　制度の見直し 　制度の見直し

臨 時 交 付 金 29,436 3,841

〇法人事業税交付金

　 の創設

3,724

○清算基準の見直し ○清算基準の見直し ○清算基準の見直し 〇税率の引き上げ 〇税率の引き上げ

△ 388 △ 360 512 4,510 3,909

○税率の引上げ

339

そ の 他 の ○自動車税環境

譲 与 税 　性能割の導入

・ 交 付 金 257

（注）端数の関係で、総数と内訳の合計とは一致しない場合がある。

33,,771122

11,,11008833,,448811
税税 外外 収収 入入
合合 計計

2299,,331155

平　成　29　年　度

△△  115588

法 人 事 業 税
交 付 金

市市 税税 合合 計計

航 空 機 燃 料
譲 与 税

令　和　３　年　度

△△  88,,885533

33,,990099

令　和　２　年　度

△△  55,,001111

地 方 消 費 税
交 付 金

平　成　30　年　度

2288,,003388

88,,223344

令　和　元　年　度
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